
扶桑町物品の購入に関する事務取扱要綱

（平成３年４月１日要綱第１９号）

（平成４年８月２０日要綱第１２号）

（平成５年３月２５日訓令第８号）

（平成８年９月３０日訓令第１号）

（平成９年３月２８日要綱第９号）

（平成９年１０月３１日要綱第２１号）

（平成１０年３月６日要綱第１号）

（平成１３年３月２８日訓令第１号）

（平成１８年１２月２６日訓令第６３号）

（平成１９年３月３０日訓令第３６号）

（平成２３年３月２８日訓令第３号）

（趣旨）

第１条 この要綱は、物品の購入手続を円滑に執行するため、必要な事項を

定めるものとする。

（法令等の遵守）

第２条 物品の購入を行うときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、

同法施行令（昭和２２年政令第１６号）並びにこれに基づく扶桑町契約規

則（昭和５９年扶桑町規則第１７号。以下「契約規則」という。）、扶桑

町予算決算会計規則（昭和５２年扶桑町規則第１３号。以下「会計規則」

という。）及びその他法令で定められている物品に関する必要事項を遵守

し、厳正適格かつ効率的に処理しなければならない。

（定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

（１）物品 この要綱における物品は、扶桑町財産管理規則（昭和５１年扶

桑町規則第１６号。以下「財産規則」という。）第２５条（別表を含

む。）に規定する分類区分に係る備品及び消耗品をいう。

（２）共通消耗品 庁内各課等に共通する一般事務用消耗品をいう。

（３）事業用物品 各課等に予算計上している事務又は事業を行うために必



要な備品及び消耗品をいう。

（４）主管課 物品の購入に係る予算を執行する課等をいう。

（５）契約担当課 物品の購入の契約に関する事務を分掌する課をいう。

（物品の購入機関）

第４条 共通消耗品の購入は、総務課がこれを行う。

２ 事業用物品の購入は、当該事業を行う主管課がこれを行う。

（計画に基づく購入）

第５条 総務課長は、共通消耗品を購入しようとするときは、財産規則第

２６条に基づき定められた需給計画に沿って又は会計管理者からの申し出

により購入するものとする。

２ 主管課長は、事業用物品を購入しようとするときは、財産規則第２６条

及び第２７条に基づき定められた需給計画又は運用計画に沿って購入する

ものとし、予算があるからといって、不要又は急を要しない物品の購入は、

厳に慎まなければならない。

（１０万円以下の物品の購入方法）

第６条 予定価格（単価契約にあっては、予定購入費の年額又は総額。以下

同じ。）が１０万円以下の物品を購入しようとするときは、次の各号に定

める手続を経て購入する。この場合において予定価格書の作成及び見積書

の徴収を省略することができる。

（１）発注伺い（契約規則様式第３）を作成し、仕様書、カタログ、見本又

はその他参考となるものがあるときは、添付するものとし、決裁権者の

決裁後、発注する。

（２）業者より納入があったときは、納品書及び請求書を受領する。

（３）検査は、財産規則第３５条に規定する物品供用職員が納品後直ちに行

うものとする。

（４）検査の結果、適格と認めたときは、請求書の余白に次の例により明記

し、検査調書の作成を省略する。

「上記のとおり納入されたことを確認した。

年 月 日検査 物品供用職員氏名 印」



（５）支出命令書（兼支出負担行為決議書）を作成し、請求書を受理した日

から３０日以内に代金の支払をする。

（１０万円を超え４０万円以下の物品の購入方法）

第７条 予定価格が１０万円を超え４０万円以下の物品を購入しようとする

ときは、随意契約とし、次の各号に定める手続を経て購入する。この場合

において予定価格書の作成を省略することができる。

（１）見積提出業者を２人以上とし、１人のときはその理由を明記する。

（２）物品購入（修繕）施行伺い（様式第１）に見積書提出依頼書（案）

（様式第２）を添えて、決裁権者の決裁を得る。この場合、仕様書、カ

タログ、見本又はその他参考となるものがあるときは、添付するものと

する。

（３）見積書提出依頼書により見積書を徴収し、決裁権者立会いのうえ見積

書を開封し、見積書開封調書（様式第３）を作成する。

（４）納入業者決定・契約伺い（様式第４）に見積書開封調書、契約書

（案）若しくは請書（案）及び物品購入（修繕）契約通知書（様式第

５）を添付して、決裁権者の決裁を得る。

（５）前号に併せて支出負担行為決議書を作成し、決裁を得る。ただし、会

計規則第３３条第２項に掲げる場合は、この限りでない。

（６）前２号の決裁を得たときは、業者へ物品購入（修繕）契約通知書を送

付し、契約書又は請書を作成する。

（７）納入から検査については、前条第３号から第５号の規定を準用する。

（８）支出命令書又は支出命令書（兼支出負担行為決議書）を作成し、請求

書を受理した日から３０日以内に代金の支払をする。

（４０万円を超え８０万円以下の物品の晴入方法）

第８条 予定価格が４０万円を超え８０万円以下の物品を購入しようとする

ときは、随意契約とし、次の各号に定める手続を経て購入する。

（１）見積提出業者を２人以上とし、１人のときはその理由を明記する。見

積提出業者は、原則として扶桑町競争入札資格審査事務取扱規程（平成

２年扶桑町訓令第１号）第１３条に規定する入札参加資格者名簿の中か

ら選定する。

（２）物品購入（修繕）施行伺いに見積書提出依頼書（案）を添えて、決裁



権者の決裁を得る。この場合、仕様書、カタログ、見本又はその他参考

となるものがあるときは、添付するものとする。

（３）見積書提出依頼書により見積書を徴収し、決裁権者立会いのうえ見積

書を開封し、見積書開封調書を作成する。この場合、開封の前に決裁権

者による予定価格書（契約規則様式第１。最低制限価格は設けない。）

を作成する。

（４）納入業者決定・契約伺いに見積書開封調書、契約書（案）、物品晴入

（修繕）契約通知書を添付して、決裁権者の決裁を得る。

（５）前号に併せて支出負担行為決議書を作成し、決裁を得る。

（６）前２号の決裁を得たときは、業者へ物品購入（修繕）契約通知書を送

付し、契約書を作成する。

（７）業者より納入があったときは、納品書及び請求書を受領する。

（８）検査は、物品供用職員が納品後直ちに行うものとし、物品の性質によ

り直ちに行うことができないときは、１０日以内に行う。

（９）検査の結果、適格と認めたときは、検査調書（契約規則様式第４）を

作成する。

（１０）支出調書を作成し、請求書を受理した日から３０日以内に代金の支

払をする。

（８０万円を超える物品の購入方法）

第９条 予定価格が８０万円を超える物品を購入しようとするときは、原則

として指名競争入札により行うものとし、執行の方法等は、扶桑町公共工

事の施行に関する事務取扱要綱（平成２年扶桑町要綱第１１号）を準用す

る。

２ 購入しようとする物品の内容等が地方自治法施行令第１６７条の２第１

項の条件を具備し、随意契約の方法により行うときは、次の各号に定める

手続を経て購入する。

（１）物品購入（修繕）施行伺いに見積書提出依頼書（案）を添え、契約担

当課の合議を得て、決裁権者の決裁を得る。この場合、仕様書、カタロ

グ、見本又はその他参考となるものがあるときは、添付するものとする。

（２）見積書の徴収から代金の支払については、前条第３号から第１０号の

規定を準用する。



附則

この訓令は、平成３年４月１日から施行する。

附則（平成４年８月２０日要綱第１２号）

この訓令は、平成４年９月１日から施行する。

附則（平成５年３月２５日訓令第８号）

この訓令は、平成５年４月１日から施行する。

附則（平成８年９月３０日訓令第１号）

この訓令は、平成８年１０月１日から施行する。

附則（平成９年３月２８日要綱第９号）

この訓令は、平成９年４月１日から施行する。

附則（平成９年１０月３１日要綱第２１号）

この訓令は、平成９年１２月１日から施行する。

附則（平成１０年３月６日要綱第１号）

この訓令は、平成１０年４月１日から施行する。

附則（平成１３年３月２８日訓令第１号）

この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。

附則（平成１８年１２月２６日訓令第６３号）

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。

附則（平成１９年３月３０日訓令第３６号）

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。

附則（平成２３年３月２８日訓令第３号）

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

様式 略



参考

物品購入手続一覧

区分 予定価格 予定価格 予定価格 ※予定価格

手続 10万円以下 10万～40万円 40万～80万円 80万円超える

１ 物品購入修繕 ○

発 注 伺 い

物 品 購 入 ○

２ （ 修 繕 ） ○ ○ 契約担当課の

施 行 伺 い 合 議 が 必 要

３ 見 積 書 ２人以上 ２人以上 ○

４ 予定価格書 ○ ○

支 出 命 令 書

５ 兼支出負担 可 可

行為決議書

６ 支出負担行為 注 注 ○ ○

決 議 書

７ 請 書 可

８ 契 約 書 可 ○ ○

９ 検 査 員 物品供用職員 物品供用職員 物品供用職員 検査員

10 検 査 調 書 請求書余白 請求書余白

利 用 利 用

11 支 出 命 令 書 注 注 ○ ○

「注」は、契約の性質により必要となる。※ 随意契約のときを示す。


